
関 市 民 憲 章（昭和50年10月15日制定） 

 

わたくしたちは、自然に恵まれた伝統ある刃物のまちの市民であ

ることに誇りと責任を持ち、感謝の心で、郷土を住みよくするため

に、みんなで力をあわせます。 

 

育てよう こころ豊かなまちづくり 

鍛えよう からだ丈夫なまちづくり 

伸ばそう 希望あふれるまちづくり 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■関＊はもみん 

ウサギをモチーフに、耳は

関市の代表的産業の刃物で

未来を切り開くイメージか

らハサミになっています。

新芽のしっぽをつけて新た

な発展を表現して、 

関市とともに 

キャラクター 

も育ってほし 

いという願い 

が込められて 

います。 

 

■市章 

昭和 38年 7月 17日に関

市の象徴として定められ

たもので、「セキ」を図

案化し、丸くおさまり、

外に向かって発展する意

を表しています。 

 

■シンボルマーク 

全体としては刃物をモ

チーフに、人と人との

ふれあい、豊かな自

然、交通網の結節点な

どを表現し、21 世紀

へと伸びる発展的で斬

新なイメージをデザイ

ンしています。 

 

市 の 木  す ぎ 

市 の 花  き く 

市 の 鳥  か わ せ み 

市 の 魚  あ ゆ 

市 の 色  わ か く さ い ろ 

 

関市のキャッチフレーズ 

ときめき きらめき 

いきいきせきし 

 



環 境 都 市 宣 言（平成12年3月27日関市告示第19号） 

 

 私たちのまち関市は、緑豊かな大地と清流長良川の恵みを受け、多くの伝

統や文化を守り育てながら栄えてきました。 

 しかし、急速に発展した現代社会は、ものの豊かさ便利さとひきかえに地

球温暖化、オゾン層の破壊など私たちの生活を脅かす数多くの環境問題を生

み出しています。 

 次の世代に健全な環境をおくることを目指すため、今こそ、私たちが、自

然の尊さや、そのもたらす恵みについて考え、積極的な行動を起こさなけれ

ばなりません。 

 私たちのまち関市は、人と自然が共生できる社会をつくり上げていくため、

これまで以上に環境の保全に努めるとともに、豊かで快適な環境を積極的に

つくり出すことを決意し、ここに「環境都市」を宣言します。 
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